
 

公開情報への法人番号の併記について 

 

平成 27 年 3 月 27 日 

各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定 

 

 

「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定）においては、利便性の

高い電子行政サービスの提供に向けて、「法人番号については行政機関が法人に係る情報を

公開する際の併記や、既存の法人に係る各種の番号との連携により、法人に係る情報につ

いての検索・利用を容易にし、その利用価値を高める」とされている。 

また、IT 総合戦略本部新戦略推進専門調査会マイナンバー等分科会の「中間とりまとめ」

において、「行政がインターネット等で公開する法人情報について、法人番号による検索・

収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高める観点から、先ず率先して平成 28 年 1

月以降国や地方公共団体が公開する法人情報には法人番号を付すこととする。そのために、

関連する手続きにおいて法人番号を求め、行政機関内においても法人情報の適正な管理を

図るものとする。」としている。 

 上記に基づき、各府省においてはマイナンバー制度の利用開始となる平成 28 年 1 月以降

Web ページ等に法人情報を公開する際には、法人番号を併記することとする。 

また、各府省は、独立行政法人等においても同様の措置を取るよう取り計らうこととす

る。内閣官房は、各府省の協力を得つつ、地方公共団体においても同様の措置を取るよう

取り計らうこととする。各府省は法人番号併記の状況について、内閣情報通信政策監（政

府 CIO）に報告することとする。 

なお、法人番号の併記にあたっては別添「法人番号を併記するにあたっての考え方」に

基づき進めるものとする。 

 

 以上 
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法人番号を併記するにあたっての考え方 

 

各府省に対する調査「IT 総合戦略「世界最先端 IT 国家創造宣言」に係る法人番号の利活

用に向けた準備について（作業依頼）」（平成 26 年 12 月 10 日付）への回答を基に、法人情

報自体の公表を主目的としているか否かの観点から公表されている法人情報を「法人番号

併記へのニーズが高いと思われるケース」及び「法人番号併記へのニーズが低いと思われ

るケース」に分けて具体的な参考事例としてまとめております。法人番号併記を効率的・

効果的に行っていくため、これらを踏まえて進めていくものとします。 

「法人番号併記へのニーズが高いと思われるケース」については、これ以外のケースへ

の併記を不要とするものではございません。 

また、「法人番号併記へのニーズが低いと思われるケース」については、各府省等に対し

て法人番号併記の取組状況の報告等を求める予定はございません。なお、同ケースについ

て、各府省が任意で併記することは差し支えないものとします。 

 

法人番号の制度概要等については、付番機関である国税庁の以下サイトをご参照願いま

す。 

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/houjinbangou/index.htm 

 

 

【法人番号併記へのニーズが高いと思われるケース】 

No 概要 事例 

1 「世界最先端 IT 国家創造宣言

工程表」に記載のある「調達、

免許・許認可、処分・勧告、補

助金交付、リコール届出、求人

等の情報」の項目 
 

http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf より転載（免許・許認可の事例） 

2 情報の分野に限らず大量のデー

タの管理や検索を目的としデー

タベース化されているもの 

  

 

別添



http://www.jikojoho.go.jp/ai_national/ より転載 

3 決算等 

 

http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/sisyutu/h20/pdf/01.pdf より転載 

4 調査、研究等 

 

http://www.mlit.go.jp/common/001061601.pdf より転載 

5 事故情報などの安全・安心に係

る情報 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/iyaku/  より

転載 

6 審判等 

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/pdf/kousyo/6.pdf より転載 

7 合併などの企業結合に係る情報

 

http://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/index.html より転載 



8 所管の法人一覧 

 

http://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_002594.html より転載 

 

【法人番号併記のニーズが低いと思われるケース】 

No 概要 事例 

1 連絡先、問合せ窓口等（他の情

報を補足することを目的とした

もの）  

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/ より転載 

2 会議、講演会等における構成員

名簿や議事要旨等 

 

http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/meibo.html より転載 

3 主催、後援、協力団体等 

 

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/anzenundou22/index.htm より転載 

4 組織、体制図（組織紹介）等 

 

http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/outfit/index.html より転載 



5 パンフレット、広報物（紙媒体

での公開を想定したもの） 

 

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110329premiums_1.pdf より転載 

6 行政機関や企業等のロゴマーク

 

http://www.cas.go.jp/ より転載 

7 リンク集（単に Web サイトの利

便性向上のみを目的としたも

の） 

 

http://www.fsa.go.jp/link/ より転載 

 

 以上 

 


